
【協議事項(１)】

地域医療介護総合確保基金事業補助金

（病床機能再編支援事業）の活用希望について

１ 病床機能再編支援事業の概要

令和２年度に，病床機能の再編を支援する国の新たな補助制度が創設され，令

和３年度から，地域医療介護総合確保基金事業補助金の中に新たに位置付けられ

た。

補助金名 概 要

単独支援給付金 地域医療構想に即した病床機能再編を実施する場合，減少する

病床数に応じた給付金を支給

統合支援給付金 複数の医療機関が，地域医療構想に即した病床機能再編を実施

し統合する場合，当該統合に参加する医療機関に給付金を支給

債務整理支援給 複数の医療機関が，地域医療構想に即した病床機能再編を実施

付金 し統合する場合，当該統合によって廃止となる医療機関の未返

済の債務を，統合後に存続する医療機関が新たに融資を受けて

返済する際の，当該融資に係る利子の全部又は一部に相当する

額にかかる給付金を支給

○ 高度急性期，急性期，慢性期のいずれかの稼働病床の削減が対象

○ 計画について，地域医療構想調整会議の議論の内容及び都道府県医療審議会

の意見を踏まえ，都道府県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると

認めたものが支給対象。医療機関は，調整会議で合意された計画に沿って申請

する。

（参照：厚生労働省資料）

Ｐ４ 新たな病床機能の再編支援について

Ｐ５ 令和３年度以降の病床機能再編支援事業(令和２年度との主な変更点)

Ｐ６～12 病床機能再編支援事業要領
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資料１



２ 活用希望医療機関

県担当課から県内医療機関に同補助金の活用希望を照会した結果，鹿児島保健

医療圏においては，令和３年度事業について２件の活用希望あり。

概要 … Ｐ13

単独支援給付金 白坂病院 … 慢性期25床の削減

【支給申請額 5,700万円】

松山クリニック … 慢性期10床の削減

【支給申請額 2,280万円】

統合支援給付金 該当なし

債務整理支援給付金 該当なし

※ 医療機能は平成30年度病床機能報告に基づく（平成30年度病床機能報告時か

ら病床数の変更がある場合は，令和２年４月１日時点の病床数）

３ 活用希望医療機関からの説明及び質疑

（第４回慢性期及び在宅医療専門部会）

第４回慢性期及び在宅医療専門部会において，活用希望医療機関からの説明及

び質疑を行った。

 白坂病院（主な説明内容）【資料１－２】

・ 慢性期病床25床及び休棟等の病床54床を削減予定。支給申請額は5,700万円。

・ 鹿児島保健医療圏の慢性期病床が過剰である問題と，当院の慢性的な人手

不足の問題の解決策に通ずると考える。

・ 病床機能再編後は，外来診療を中心とした無床クリニックとして運営予定。

 松山クリニック（主な説明内容）【資料１－３】

・ 慢性期病床10床及び休棟等の病床７床を削減予定。支給申請額は2,280万円。

・ 医師及び看護師の人材確保が厳しく，令和３年２月時点より入院患者をゼ

ロにしており，令和４年３月を目途に病床の廃止を行う予定。

・ 病床機能再編後は，経営資源を外来及び在宅医療とする予定。
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４ 各専門部会における協議結果

 第４回慢性期及び在宅医療専門部会（R3.7.19）

２医療機関の活用希望を承認することとする。

 第６回部会長等会議（R3.7.19）

２医療機関の活用希望を承認することとする。

５ 調整会議としての意見（案）

白坂病院及び松山クリニックの病床削減はいずれも慢性期病床の廃止であ

り，鹿児島保健医療圏において過剰である慢性期病床の減少につながる。

ついては，鹿児島保健医療圏における地域医療構想の実現を目的とした病

床機能再編と認められるため，単独支援給付金の事業対象となると考える。

（参考）給付決定までのスケジュール

時 期 専門部会・調整会議 内 容

７月19日(月) 第４回慢性期及び在 ① 活用希望医療機関による説明及び質疑

宅医療専門部会 ② 委員間協議

③ 専門部会としての意見集約

７月19日(月) 第６回部会長等会議 ① 委員間協議

② 専門部会としての意見集約

８月 第15回調整会議 調整会議としての意見集約

８月 県担当課へ鹿児島保健医療圏調整会議としての意見提出

８月 県医療審議会で審議

10月 県の内示決定

12月 活用希望医療機関による給付申請

２月 県の給付決定
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■　単独支援給付金（２件）

① 医療機関名
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等 計

慢性期 休棟等 削減前 0 0 0 25 54 79

25－25＝０床 54－54＝０床 削減後 0 0 0 0（－25） 0（－54） ０（－79）

② 医療機関名
高度
急性期

急性期 回復期 慢性期 休棟等 計

慢性期 休棟等 削減前 0 0 0 10 7 17

10－10＝０床 ７－７＝０床 削減後 0 0 0 0（－10） 0（－7） ０（－17）

（注）病床の医療機能は平成30年度病床機能報告に基づく

（平成30年度病床機能報告時から病床数の変更がある場合は，令和２年４月１日時点の病床数）

＜　鹿児島保健医療圏における病床機能再編支援事業の活用希望内容（概要）　＞

白坂病院

白坂病院

松山クリニック

松山クリニック

【 鹿児島保健医療圏における医療機能別病床数の増減 】

○ 慢性期 35床減少 （白坂病院：25床，松山クリニック：10床）

○ 休棟等 61床減少 （白坂病院：54床，松山クリニック：７床）

※ 事業対象となるのは，慢性期病床のみ。

白坂病院 支給申請額

25床×228万円＝5,700万円

支給申請額

２医療機関 計：7,980万円

松山クリニック 支給申請額

10床×228万円＝2,280万円
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